
 

●新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施の上、開催します。 

●受講者はセミナー中もマスクの着用をお願いします。 





 

これで 
安心 ! 

メディアなどで取り上げられ､注目されている「家族信託」ってご存知ですか？経営者(ご

主人)が認知症や脳卒中等で判断能力を失うと預貯金は一円も引き出せないどころか不動

産の管理・売却や贈与・遺言書の相続税対策も何一つできなくなってしまいます。あなたが

経営者であれば会社経営に大きな影響を及ぼすため､判断能力を失っても会社が機能す

る状態にしておくことが重要です。そこで、大切な会社や家族を守るための家族信託の基

礎知識から活用方法について解説します。 

 

１９６６年東海市生まれ。愛知大学法経学部法律学科入学後､父親
が病に倒れ中退､７年間の修行を終え寿司屋の２代目となる。父親の
死後の相続騒動の苦い体験から遺言書の大切さを痛感。２００８年に
相続遺言専門行政書士事務所を立ち上げ､開業以来､千数百件を
超える相続遺言実務の傍ら､講演・セミナー活動を展開中。 
【著書】「相続で絶対モメない遺産分割のコツ」他 

＊ご記入いただいた個人情報は､セミナー運営以外の目的で使用することはありません。 

＊ＦＡＸは切らずに送信してください。 申込：  月   日 
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